
目

次

告

示

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqq（
こ

ど

も

み
ら
い
課
）
…
一

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
一

○
道
路
の
区
域
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
二

○
道
路
の
供
用
の
開
始
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

公

告

○
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
変
更
の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
二

選
挙
管
理
委
員
会

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の

数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万

に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数

が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に

八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）（
事

務

局
）
…
三

人
事
委
員
会

○
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
三

公
営
企
業

○
青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
qqqqqqqqqqqqqqq（
整
備
企
画
課
）
…
四

告

示

青
森
県
告
示
第
百
五
十
四
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
小

児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
十
九
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

め
と
き
眼
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

弘
前
市
大
字
北
横
町
五
〇
の
一

令
和六･
三･一一

あ
べ
耳
鼻
咽
喉
科

弘
前
市
大
字
宮
川
一
丁
目
二
の
二
二

〃

青
森
県
告
示
第
百
五
十
五
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

青
森
県
報
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第
七
百
三
十
八
号

令
和
六
年三

月
二
十
一
日

（
木
曜
日
）



さ
あ
ふ
ら
っ

と
合
同
会
社
上
北
郡
六
戸
町
大

字
犬
落
瀬
字
金
矢

七
六
の
一

自
立
訓
練

（
生
活
訓

練
）

自
立
訓
練

（
生
活
訓

練
）
事
業
所

ふ
ら
っ
と

べ
ー
す

十
和
田
市
西
十
二

番
町
三
の
一
〇

ア
ー
バ
ン
ラ
イ
フ

Ｗ

令
和六･
四･
一

青
森
県
告
示
第
百
五
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
六
年
四
月
二
十
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部
道

路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
告
示
第
百
五
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
六
年
四
月
二
十
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部
道

路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
八
戸
百
石
線

八
戸
市
下
長
八
丁
目
二
の
二
八
か
ら

八
戸
市
八
太
郎
二
丁
目
二
七
の
五
ま
で

令
和
六･
三･二一

公

告

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
変
更
の
公
表

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
（
令
和
五
年
十
一
月
二
十
九
日
公
表
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た

の
で
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

令
和
５
管
理
年
度
（
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
）

に
お
け
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
特
定
水
産
資
源
に
関
す
る
も
の
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

第
１
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
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図
面
番
号

道
路
の

種

類

路
線
名

変

更

の

区

間

変
更
の

前
後
別

敷

地

の

幅

員

敷

地

の

延

長

備
考

１

県

道

八
戸
百
石
線

八
戸
市
下
長
八
丁
目
二
の
二
八
か
ら

八
戸
市
八
太
郎
二
丁
目
二
七
の
五
ま
で

前

二
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

四
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

後

二
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

四
一
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

四
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル



知
事

管
理

区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

青
森
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
漁
業

３
４
８
．
９
ト
ン

第
２
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）

知
事

管
理

区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

青
森
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
漁
業

５
３
２
．
６
ト
ン

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
号

令
和
六
年
三
月
一
日
現
在
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分

の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る

数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗

じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
）
を
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
五

項
並
び
に
こ
れ
を
準
用
す
る
同
法
第
七
十
五
条
第
六
項
、
第
七
十
六
条
第
四
項
、
第
八
十
条
第
四

項
、
第
八
十
一
条
第
二
項
及
び
第
八
十
六
条
第
四
項
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

一

県
議
会
議
員
及
び
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

二
〇
、
九
四
三

人

二

県
議
会
議
員
及
び
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

二
三
〇
、
八
九
二

人

三

県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

東
津
軽
郡
選
挙
区

五
、
九
八
一

人

西
津
軽
郡
選
挙
区

四
、
八
一
四

人

南
津
軽
郡
選
挙
区

六
、
二
四
三

人

北
津
軽
郡
選
挙
区

七
、
一
一
二

人

上
北
郡
選
挙
区

二
六
、
三
七
五

人

三
戸
郡
選
挙
区

一
八
、
〇
二
六

人

青
森
市
選
挙
区

七
七
、
四
一
五

人

弘
前
市
選
挙
区

四
七
、
二
一
〇

人

八
戸
市
選
挙
区

六
二
、
三
四
二

人

黒
石
市
選
挙
区

九
、
〇
四
〇

人

五
所
川
原
市
選
挙
区

一
七
、
八
三
九

人

十
和
田
市
選
挙
区

一
六
、
八
〇
一

人

三
沢
市
選
挙
区

一
〇
、
五
三
八

人

む
つ
市
選
挙
区

一
九
、
四
九
七

人

つ
が
る
市
選
挙
区

八
、
六
八
九

人

平
川
市
選
挙
区

一
一
、
一
二
七

人

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
八
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
六
条
の
三
第
一
項
中
「
第
六
条
の
二
の
二
第
四
項
」
を
「
第
六
条
の
二
の
二
第
三
項
」
に
改
め

る
。
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第
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
一

生
後
満
一
年
六
月
に
達
し
な
い
子
を
育
て
る
た
め
職
員
が
申
し
出
た
場
合

一
日
二
回
そ

れ
ぞ
れ
六
十
分
以
内
の
申
し
出
た
期
間
（
当
該
職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚

姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
、
当
該
職
員
が
こ
の
号
の
休
暇
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
日
に
お
け
る
こ
の
号
の
休
暇
（
こ
れ

に
相
当
す
る
休
暇
を
含
む
。
）
を
承
認
さ
れ
、
又
は
労
働
基
準
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り

同
日
に
お
け
る
育
児
時
間
（
他
の
法
律
等
の
規
定
に
よ
る
こ
れ
に
相
当
す
る
時
間
を
含
む
。
）

を
請
求
し
た
場
合
は
、
一
日
二
回
そ
れ
ぞ
れ
六
十
分
か
ら
当
該
承
認
又
は
請
求
に
係
る
各
回
ご

と
の
期
間
を
差
し
引
い
た
期
間
を
超
え
な
い
期
間
）

第
十
二
条
第
一
項
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
中
「
妻
」
を
「
配
偶
者
」
に
改
め
、
同
項
第
十
五
号

中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含

む
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
十
九
号
中
「
四
日
」
を
「
五
日
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
中
「
（
女
性
職
員
の
場
合
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

営

企

業

青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
一
号

青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
公
営
企
業
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
四
月
青
森
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
九
条
第
一
項
第
五
号
中
「
行
な
わ
せ
る
」
を
「
行
わ
せ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中

「
書
損
じ
」
を
「
書
き
損
じ
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。

第
四
十
一
条
中
「
又
は
、
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
小
切
手
及
び
口
座
振
替
請
求
書
を
要
し
な
い
口
座
振
替
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

第
五
十
一
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
小
切
手
又
は
口
座
振
替
請
求
書
を
要
し
な
い
口
座
振
替
等
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
に

つ
い
て
は
、
企
業
出
納
員
の
依
頼
に
よ
り
公
営
企
業
の
公
金
の
支
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
二
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
企
業
出
納
員
へ
の
領
収
済
通
知
書
の
送
付
は

要
し
な
い
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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